
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

農

林

水

産

総

合

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

農

政

企

画

課

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

担

当

課

（

室

）

○

岡

山

県

飼

料

検

定

条

例

施

行

規

則

を

廃

止

す

る

畜

産

課

目

次

規

則

○

岡

山

県

木

材

業

者

、

製

材

業

者

及

び

木

材

チ

ツ

林

政

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

証

明

事

務

手

数

料

条

例

施

行

規

則

の

一

総

務

学

事

課

プ

業

者

登

録

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

部

を

改

正

す

る

規

則

規

則

○

行

政

書

士

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

〃

○

岡

山

県

財

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

会

計

課

則

○

岡

山

県

収

入

証

紙

条

例

を

廃

止

す

る

等

の

条

例

〃

○

岡

山

県

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

税

務

課

の

施

行

に

伴

う

経

過

措

置

に

関

す

る

規

則

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

県

土

保

全

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

中

山

間

・

地

域

振

興

正

す

る

規

則

課

○

岡

山

県

飼

料

及

び

堆

き

ゆ

う

肥

分

析

要

綱

の

廃

畜

産

課

○

岡

山

県

岡

南

飛

行

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

航

空

企

画

推

進

課

止

【

人

事

委

員

会

】

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

岡

山

空

港

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

〃

○

岡

山

県

県

費

負

担

教

職

員

の

給

与

に

関

す

る

規

人

事

委

員

会

正

す

る

規

則

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

動

物

の

愛

護

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

生

活

衛

生

課

○

給

料

の

調

整

額

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

〃

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

す

る

規

則

○

大

麻

取

締

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

医

薬

安

全

課

○

初

任

給

、

昇

格

、

昇

給

等

の

基

準

に

関

す

る

規

〃

則

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

毒

物

及

び

劇

物

取

締

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

正

す

る

規

則

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

職

業

訓

練

援

助

規

則

の

一

部

を

改

正

す

労

働

雇

用

政

策

課

○

教

育

職

員

の

免

許

状

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

教

育

委

員

会

る

規

則

改

正

す

る

規

則

岡

山

県

公

報

令和５年３月２０日 号 外



令和５年３月２０日 号 外

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

（

県

例

規

集

登

載

）



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
四
号

岡
山
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
二
条

「
、

」

、「

」

「

」

。

第
五
条
中

証
明
願
に

を
削
り

添
付
し
な
け
れ
ば

を

提
出
し
な
け
れ
ば

に
改
め
る

別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
書
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
一
号
中

「

を
削

収
入

証
紙

欄

」

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
六
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
を
「

狩
猟
税
に
関
す
る
文
書
の
名
称
等

」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を

（

）

第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
の
名
称
は
、
狩
猟
税
納
付
書
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
七
号

岡
山
県
県
土
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
県
土
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
県
土
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
、

（

）

」

、「

」

第
二
条
中

開
発
行
為
事
前
協
議
申
出
書

様
式
第
一
号

に

を
削
り

提
出
し
な
け
れ
ば

を
「
申
し
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
、
開
発
行
為
許
可
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を

、

「
申
請
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
開
発
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
し
な

、

け
れ
ば

を

申
請
し
な
け
れ
ば

に
改
め

同
条
第
二
項
中

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
き

を

第

」

「

」

、

「

」

「

七
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
届
出
」
を
「
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
届
出
」

に

「
条
例
第
八
条
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

、第
七
条
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
八
条

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）こ

の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
二
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
七
号
を
別
記
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令

和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
八
号

岡
山
県
岡
南
飛
行
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
岡
南
飛
行
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
岡
南
飛
行
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
は

」
を
「
を
納
付
す
る
と
き
は

」
に

「
に
岡
山
県
収
入
証
紙
を
ち
よ
う
付

、

、

、

し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



（第８条関係）様式第11号

着 陸 料 等 納 付 書

年 月 日

岡山県知事 殿

納付者 住所又は所在地

氏名又は名称

次のとおり、着陸料等を納付します。

円 円

着 陸 料
内

納 付 額
円

訳
停 留 料

飛行場使用日時 着陸 年 月 日 時 分

２回以上使用の 離陸 年 月 日 時 分

場合は、明細書 停留 年 月 日 時 分から

を添付すること。 年 月 日 時 分まで

(停留 時間)

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
岡
南
飛
行
場
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
九
号

岡
山
県
岡
山
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
岡
山
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
岡
山
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
は

」
を
「
を
納
付
す
る
と
き
は

」
に

「
に
岡
山
県
収
入
証
紙
を
ち
よ
う
付
し
て

、

、

、

納
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
号
中

「

着
陸

年
月

日
時

分

離
陸

年
月

日
時

分

空
港
使
用
日
時

停
留

年
月

日
時

分
か
ら

を

年
月

日
時

分
ま
で

（

）

停
留
時
間

時
間

岡
山
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄

」

「

着
陸

年
月

日
時

分

離
陸

年
月

日
時

分

に
、

空
港
使
用
日
時

停
留

年
月

日
時

分
か
ら

年
月

日
時

分
ま
で

（

）

停
留
時
間

時
間

」

備
考

「

を

１
空
港
の
使
用
が
２
回
以
上
の
場
合
は

明
細
書
を
添
付
す
る
こ
と

，
。

」

２
収
入
証
紙
に
は

消
印
を
し
な
い
こ
と

，
。

「

」
に
改
め
る
。

備
考

空
港
の
使
用
が
２
回
以
上
の
場
合
は

明
細
書
を
添
付
す
る
こ
と

，
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
岡
山
空
港
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
号

岡
山
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

岡
山
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
十
三
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
犬
の
飼
い
主
に
あ
っ
て
は
犬
の
引
取
り
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
猫
の
飼
い

（

）
」

「

」

、

主
に
あ
っ
て
は
猫
の
引
取
り
申
請
書

様
式
第
二
号

を

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
改
め

「

（

）
」

「

」

同
条
第
二
項
中

犬
又
は
猫
の
引
取
り
申
請
書

様
式
第
三
号

を

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
」
と
す
る
。

第
七
条
中
「
犬
に
あ
っ
て
は
犬
の
返
還
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
を
、
犬
以
外
の
動
物
に
あ
っ
て
は

（

）

」

、「

」

「

」

猫
等
の
返
還
申
請
書

様
式
第
六
号

を

を
削
り

提
出
し
な
け
れ
ば

を

申
請
し
な
け
れ
ば

に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
犬
又
は
猫
の
譲
渡
申
請
書
（
様
式
第
七
号

」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
」
に

）

改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
犬
の
飼
い
主
に
あ
っ
て
は
犬
の
事
故
報
告
書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
、
犬
以
外
の

動
物
の
飼
い
主
に
あ
っ
て
は
事
故
報
告
書
（
様
式
第
九
号

」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
」
に

）

改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）こ

の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
五
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
四
号
を
様
式
と
す
る
。

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
一
号

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

大
麻
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

令
和
五
年
三
月
二
十
日

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
知
事

大
麻
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
麻
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「

「

氏
名
又
は
名
称

様
式
第
一
号
中

を

に
、
「

岡
山
県
収
入

証
紙
貼
付
欄

」

」

」
を
「

」
に
改
め
る
。

㊞
氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

㊞
氏
名
又
は
名
称

様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

相
続
人

又
は
清
算
人

「

相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

様
式
第
四
号
中

を

な
い
と
き
は
相
続
財
産
の
管
理
人

」

㊞

相
続
人

又
は
清
算
人

「

相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

に
改
め
る
。

な
い
と
き
は
相
続
財
産
の
管
理
人

」

「

「

氏
名
又
は
名
称

様
式
第
五
号
中

を

に
、
「

岡
山
県
収
入
証
紙

ち
よ
う
付
欄

」

」

」
を
「

」
に
改

㊞
氏
名
又
は
名
称

め
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

「

「

氏
名
又
は
名
称

様
式
第
六
号
中

を

に
、
「

岡
山
県
収
入
証
紙

ち
よ
う
付
欄

」

」

」
を
「

」
に
、

㊞
氏
名
又
は
名
称

「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
を
削
る
。

氏
名
又
は
名
称

㊞
氏
名

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

又
は
名
称

氏
名

㊞
氏

名

様
式
第
九
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
麻
取
締
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

２
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
中

を

「３
収
入
証
紙
は

消
印
し
な
い
こ
と

。

、

」

４
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と

。

に
改
め
る
。

「３
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と

。
」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
三
号

岡
山
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
職
業
訓
練
援
助
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「

「

岡
山

県

様
式
第
一
号
中

を

に
、

収
入

証
紙

」

」

年
月

日
年

月
日

を

「

（

）

」

希
望
す
る
援
助
の
方
法

職
員
の
派
遣

資
料
の
提
供

訓
練
の
委
託

そ
の
他

，
，

，

に
改
め

「

（

希
望
す
る
援
助
の

職
員
の
派
遣

資
料
の
提
供

訓
練
の
委
託

そ
の
他

，
，

，

(
)

」

方
法
○
で
囲
む

）

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
四
号

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
二
十
条

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
二
十
六
条

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
は
、
同

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
五
号

岡
山
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岡
山
県
飼
料
検
定
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
六
号

岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山

県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
三
ま
で
の
規
定
中

「

を

印

」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施

行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
節

証
紙
（
第
六
十
八
条

第
八
十
一
条

」
を
「
第
三
節

削
除
」
に
改
め
る
。

―

）

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

納
入
義
務
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
、
岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
八
号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一

号
）
第
二
条
第
一
項
（
同
規
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
つ
た
申
請
等
に
係
る
歳
入
（
県
税
を
除
く

）
を
当
該

。

。

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
ヌ
の
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
は
、
岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
、
倉
敷
運

転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
、
津
山
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
及
び
警
察
署
に
お
け
る
収
納
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
業
務
と
す
る
。

第
三
章
第
三
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
三
節

削
除

第
六
十
八
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で

第
百
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
百
二
十
七
条

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

別
表
第
三

別
表
第
九
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

削
除

別
表
第
九
の
四
の
項
１
中

「

を

証
票
等
受
払
簿

百
四
十
八

一
年

(10)

収
入
証
紙
出
納
簿

五
十
四

第
八
十
一
条

三
年

(11)

」

「

証
票
等
受
払
簿

百
四
十
八

一
年

に
改
め
る
。

(10)

」

別
表
第
十
の
七
の
項
１
中
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「

を

滞
納
処
分
執
行
停
止
取
消
通
知
書

三
年

(3)

収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
関
係
書
類

三
年

(4)

」

「

滞
納
処
分
執
行
停
止
取
消
通
知
書

三
年

に
改
め
る
。

(3)

」

様
式
第
四
十
三
号
か
ら
様
式
第
五
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

様
式
第
四
十
三
号
か
ら
様
式
第
五
十
四
号
ま
で

様
式
第
七
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

様
式
第
七
十
九
号

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
収
入
証
紙
元
売
り
総
括
店
は
、
同
条
の
概
算
交
付
を
受
け
た
岡
山
県
収
入
証
紙
を
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
遅
滞
な
く
県
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
は
、
岡
山
県
収
入
証
紙
の
受
払
い
に
関
す
る
帳
簿
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

令
和
五
年
四
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
に
係
る
改
正
前
の
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
五
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
五
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行

為
に
係
る
使
用
料
又
は
手
数
料
に
係
る
改
正
前
の
第
七
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
に
係
る
改
正
前
の
第
七
十
九
条
及
び
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

改
正
前
の
別
表
第
九
の
二
の
項
の
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
実
績
簿
、
同
表
の
四
の
項
の
収
入
証
紙
出
納
簿
及
び
別
表
第
十
の
七
の
項
の
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
関
係
書
類
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
八
号

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則

（
廃
止
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
）

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
五
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
五
号
。
以

第
一
条

下
「
廃
止
条
例
」
と
い
う

）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
は
、
還
付
請
求
書
（
別
記
様
式
第

。

一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
等
）

廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
は
、
証
紙
返
還
報
告
書
兼
還
付
請
求
書
（
別
記

第
二
条

様
式
第
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
三
・
三
と
す
る
。
た
だ
し
、
廃
止
条
例

の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
買
い
受
け
た
岡
山
県
収
入
証
紙
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る

金
額
の
合
計
額
が
十
億
円
を
超
え
る
岡
山
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
二

・
七
五
と
す
る
。

３

廃
止
条
例
附
則
第
四
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
金
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別記様式第１号（第１条関係）

岡山県知事　様

請求者 住所

　　　　　　氏名氏名

電話番号

請求金額 金 円

【振込先】

金融機関名 支店名

預金種別 口座番号

フリガナ

口座名義人

【売りさばき済証紙の所持理由】該当するものに〇を付してください。

　ア　申請等を行う目的で所持していたが、証紙制度の廃止により不要となったため。

　イ　印紙と証紙を混同して購入し、そのまま所持していたため。

　ウ　証紙による納付の必要がないのに誤って購入し、そのまま所持していたため。

　エ　納付すべき金額を超えた額面の証紙を誤って購入し、そのまま所持していたため。

　※ア～エの場合（申請先及び申請内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　オ　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

普通　・　当座

還　付　請　求　書

法人その他の団体にあっては、その名
称、主たる事務所又は事業所の所在地
及び代表者の氏名

　岡山県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和５年岡山県条例第25号）附則第２項に規定する売りさ
ばき済証紙を返還しますので、同条例附則第３項の規定による還付を次のとおり請求します。

記

年　　　　　月　　　　　日　　
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別記様式第２号（第２条関係）

岡山県知事　様

報告者 住所

　　　　　　氏名氏名

電話番号

請求金額 金 円

【内訳】

種類

1円 枚　 円　

5円 枚　 円　

10円 枚　 円　

50円 枚　 円　

100円 枚　 円　

200円 枚　 円　

250円 枚　 円　

300円 枚　 円　

400円 枚　 円　

500円 枚　 円　

1,000円 枚　 円　

2,000円 枚　 円　

5,000円 枚　 円　

10,000円 枚　 円　

計 枚　 円　 円　 円　

【振込先】

金融機関名 支店名

預金種別 口座番号

フリガナ

口座名義人

差引現金

※手数料額は額面金額合計に3.3％を乗じて得た金額（１円未満の端数は切り捨てる。）を記載する
こと。ただし、令和４年度に買い受けた証紙の代金の合計額が10億円を超える証紙の売りさばき人に
あっては、額面金額合計に2.75％を乗じて得た金額（１円未満の端数は切り捨てる。）を記載するこ
と。

普通　・　当座

数量 額面金額合計 手数料額※

証　紙　返　還　報　告　書　兼　還　付　請　求　書

年　　　　　月　　　　　日　　

法人その他の団体にあっては、その名
称、主たる事務所又は事業所の所在地
及び代表者の氏名

　次のとおり岡山県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和５年岡山県条例第25号）附則第４項に規定
する岡山県収入証紙を返還しますので、同項の規定による還付を次のとおり請求します。なお、この返
還に係るもの以外の同項に規定する岡山県収入証紙は保有していません。

記
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
四
号

岡
山
県
飼
料
及
び
堆
き
ゆ
う
肥
分
析
要
綱
（
昭
和
六
十
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
四
号
）
は
、
廃
止

す
る
。令

和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

吉

松

裕

子

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

小
学
校
（
義

務
教
育
学
校

小

学

校

の
前
期
課
程

を
含
む

）
。

第
四
条
の
表
中

を

に
改
め
る
。

中
学
校
（
義

中

学

校

務
教
育
学
校

の
後
期
課
程

を
含
む

）

」

。

」

別
表
第
一
の
二
級
地
の
項
中

「

を

真
庭
市
立
中
和
小
学
校

真
庭
市
蒜
山
下
和

苫
田
郡
鏡
野
町
立
上
齋
原
小
学
校

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原

」

「

真
庭
市
立
中
和
小
学
校

真
庭
市
蒜
山
下
和

に
改
め
、

」

同
表
の
一
級
地
の
項
中

「

美
作
市
立
東
粟
倉
小
学
校

美
作
市
東
青
野

を

真
庭
郡
新
庄
村
立
新
庄
小
学
校

真
庭
郡
新
庄
村

〃

〃

新
庄
中
学
校

〃

〃

苫
田
郡
鏡
野
町
立
富
小
学
校

苫
田
郡
鏡
野
町
富
西
谷

」

「

に
改
め
、

真
庭
郡
新
庄
村
立
新
庄
小
学
校

真
庭
郡
新
庄
村

〃

〃

新
庄
中
学
校

〃

〃

」

同
表
の
準
へ
き
地
校
の
項
中

「

苫
田
郡
鏡
野
町
立
香
北
小
学
校

苫
田
郡
鏡
野
町
真
経

久
米
郡
美
咲
町
立
旭
小
学
校

久
米
郡
美
咲
町
西
川

〃

〃

旭
中
学
校

〃

〃

〃

」

を
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「

久
米
郡
美
咲
町
立
旭
学
園

久
米
郡
美
咲
町
西
川

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年３月２０日　岡山県公報　号外



岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号

◎

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

吉

松

裕

子

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
一
小
学
校
中
学
校
の
項
中

を

中
学
校

」

「

に
改
め
る
。

中
学
校

義
務
教
育
学
校

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

◎

、

、

。

初
任
給

昇
格

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

吉

松

裕

子

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
市
町
村
立
小
学
校
及
び
市
町
村
立
中
学
校
」
を
「
市
町
村

立
小
学
校
、
市
町
村
立
中
学
校
及
び
市
町
村
立
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
ホ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ホ

小
学
校
・
中
学
校
教
育
職
員
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表

組
織

職

等
級

教
育

小
学
校

人
事
委
員
会
が
定
め
る
講
師

二
級

委
員

中
学
校

会

義
務
教
育
学
校

「

別
表
第
一
チ
の
表
教
育
委
員
会
の
項
中

を

中
学
校

」

「

に
改
め
る
。

中
学
校

義
務
教
育
学
校

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

岡
山

県

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中

を
削
る
。

収
入

証
紙

消
印
を
し
な
い

」

こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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